
                                                                               

「いじめ防止対策推進法」への本市の対応について（概要）   
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    【市長部局】       【市教育委員会】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青森市いじめ防止基本方針〔第 12 条〕 

平成 27 年３月策定 

青森市いじめ問題対策連絡協議会 

〔第 14 条 1 項〕 

平成 28 年１月開催（予定） 

 
(☆)青森市いじめ防止対策審議会 

〔第 14 条 3 項〕 

平成 27 年６月設置 

 
学校いじめ防止基本方針 

〔第 13 条〕 

平成 26 年３月策定 

 
(★)いじめ防止等の対策のための組織 

〔第 22 条〕 

平成 26 年３月設置 

 

(☆)重大事態発生時の調査組織 
〔第 28 条 1 項〕 

※青森市いじめ防止対策審議会が兼ねる 

（☆）青森市いじめ調査 

委員会〔第 30 条 2 項〕 

平成 27 年９月設置 

(★)重大事態発生時の調査組織 
〔第 28 条 1 項〕 

平成 26 年３月設置 

 

学
校 

重
大
事
態 

市 

青森県いじめ防止基本方針（H26.6 策定） 県 

国 いじめ防止対策推進法（H25.9.28 施行） 

いじめ防止等のための基本的な方針（H25.10.11文部科学大臣決定） 

県いじめ問題対策連絡協議会（H26.7 設置） 

県いじめ防止対策審議会（H26.7 設置） 

重大事態発生 

重大事態発生を市長に報告 

調査結果を市長に報告 

再調査が必要と認めた場合 

重大事態発生 

市長の下での調査を望む場合 

○青森市小学校長会 ○青森市中学校長会 

・学校いじめ防止基本方針の策定・見直し 

・いじめ防止対策のための組織の設置 

・定期的なアンケート調査の実施 

・個人面談 

・リトル JUMP チーム、各委員会 

・生活記録ノート 

・養護教諭との連携 

・JUMP チーム、生徒会 

・いじめの問題に関する対話集会 

○青森県中央児童相談所 ○青森地方法務局 

・いじめ相談受理 

 H26 １件、H27 ２件 
・人権中学校人権作文コンテスト 

・人権に関する資料提供 

 

○青森警察署・南警察署 ○青森市ＰＴＡ連合会 

・リトルＪＵＭＰ・ＪＵＭＰチーム 

・いじめ防止声がけキャンペーン 

・警察安全相談（学校と連携して対応） 

・携帯・スマホ・ゲーム利用に関する親

と子のルール作り（リーフレット作
成・配付） 

○市教育委員会文化スポーツ振興課 ○市教育委員会社会教育課 
・いじめは学校以外でも発生することから、
スポーツ少年団の指導者に対する啓発が
必要であるとの認識 

・青少年育成市民会議との連携による青
少年の事故・非行防止 

・放課後子ども教室における異年齢集団
を活用した健全育成 

○青森市健康福祉部子どもしあわせ課 ○青森市健康福祉部子育て支援課 

・市いじめ調査委員会 

・子どもの権利条例 

・子どもの権利相談センター運営（いじめ

の背景を捉えながら総合的に解決してい
く） 

・放課後児童会（30 小学校区 45 箇所、約
2000 人）におけるいじめの問題に対し
ては、学校と情報を共有しながら対応

を検討 

○青森市教育委員会事務局指導課  

・いじめ相談カードの作成・配付 

・ネットパトロールの実施 

・いじめ対話集会の実施 

・学校の取組を支援 

 

 


